
 

市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会・調布  
 

８月の第１回に続き、１０月２６日第２回「チェルノブイリ法日本版」学習会 

 

その条例は誰が、何のために、誰のために作るの？
どんな内容なの？キーワードと言われる予防原則と
どんな関係があるの？ 
 

お話：柳原敏夫さん 

      市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会共同代表 

      法律家 3.11 以後、ふくしま集団疎開裁判の弁護団長など 
 

＜講師ひとこと＞ 

 今年８月３０日、調布で開かれた第１回市民立法「チェルノブイリ法日本版」学習会

『なかったことにはさせない！－福島原発事故の人権侵害』（以下の写真） 

 

ここに参加した人たちから、次の素朴な疑問が寄せられました。 

《チェルノブイリ法日本版の条例は、条例を制定する市町村の住民を守るために作るの

がゴールなの？自分たち住民さえ守られたらそれで満足？ 一体誰のために作るの？》 

 このまっとうな疑問に答え、さらに、１回目で説明したキーワード「予防原則」とど

んな関係があるのか、条例の基本原理がどんな風に具体化されているのかなどを説明す

る第２回目の学習会を、週末に、裏面の要領で開催することになりました。 

 今回が初めての人の参加も大歓迎。初めての人向けに、市民立法チェルノブイリ法日

本版の必要性やその実現方法など第１回目の学習会のさわりの部分をおさらいします。 

 どうぞ、気軽に、奮ってご参加下さい。  



 

日時：２０１９年１０月２６日（土） 

１８：００開場 １８：３０開始 
 

場所：調布市文化会館たづくり１０階 １００２室 

     東京都 調布市小島町 2-33-1  

           京王線調布駅下車 広場口から徒歩３分 

        電話  ０４２－４４１－６１１１（代表） 

参加費：300 円 

                                  連絡先 三宅征子  042-482-7834 
              ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例（案）【前 文】 

伊勢市民は、全世界の市民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに健やかに生

存する権利を有することを確認し、なにびとといえども、原子力発電所事故に代表される

放射能災害から命と健康と生活が保障される権利をあることをここに宣言し、この条例を

制定する。 

他方、原子力発電所等の設置を認可した国は、放射能災害に対して無条件で加害責任を免

れず、住民が放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず住民の「移住の権利

」の実現を履行する責任を有すると確信する。その結果、この条例の施行により伊勢市が

出費する経費は本来国が負担すべきものであり、この点を明らかにするため、国は、すみ

やかに地方財政法１０条１７号、同法２８号に準ずる法改正を行なう責務を有すると確信

する。 

加えて、放射能災害に対して無条件の加害責任を負う国は、事故が発生した原子力発電所

等の収束に従事する作業員に対しても、放射能災害により被害を被った住民と同様、当該

作業員が放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず当該作業員の命・健康を

保全する責任を有すると確信する。 

もっとも、今日の原子力発電所事故の巨大な破壊力を考えれば、この条例の制定だけで放

射能災害から伊勢市民の命と健康と生活を保障することが不可能であることを認めざる

を得ない。したがって、私たちは、三重県の自治体、さらには日本の全自治体に対して、

各自治体の住民の名において、この条例と同様の条例を制定すること、さらにはこれらの

条例の集大成として、日本国民の名において同様の日本国法律を制定することを呼びかけ

る。 

さらに、原子力発電所事故が国境なき過酷事故であることを考えれば、わが国の法律の制

定だけで放射能災害から日本国民の命と健康と生活を完全に保障することが困難である

ことも認めざるを得ない。したがって、私たちは、この条例制定を日本のみならず、全世

界の自治体、各国に対して、原子力発電所を有する世界の住民の命と健康と生活を保障す

る自治体の条例、法律の制定を呼びかける。 

この呼びかけが放射能災害から全世界の市民の命と健康と生活を保障する条約を成立さ

せるための基盤となることを確信する。 

伊勢市民は市の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 


